
令和８年度の手話相談は下記の日程で実施いたします。

手話相談日には手話通訳の方が、相談の通訳をいたします。

年　月 相　談　日 年　月 相　談　日

　　　４月  1日・8日・15日・22日 １０月 7日・14日・21日

５月 13日・20日 １１月 4日・11日・18日

６月  3日・10日・17日 １２月 2日・9日・16日

７月 1日・8日・15日・22日 １月 6日・13日・20日

８月  5日・12日・19日 ２月  3日・10日・17日

９月  2日・9日・16日 ３月  3日・10日・17日・24日

時間はいずれも午前９：００～１１：００までになりますので、

是非ご利用下さい。

ハローワーク立川　専門援助部門 ＦＡＸ：０４２（５２１）４３６７

ＴＥＬ：０４２（５２５）８６２４≪ダイヤルイン≫


